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藤
原
実
光
考

―
院
政
期
儒
者
論

（
一
）
―

は
じ
め
に

一醜
醐
渕
討
舅
憾
捌
隷̈聯融躍
短
紺
書．

状
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

仁
木
　
夏
実

す
な
わ
ち
、
久
安
元
年
十
二
月
二
十
三
日
、
忠
通
は
散
位
親
房
を
介

し
て

「入
道
中
納
言
」
に
年
来
書
き
溜
め
た
詩
集
を
送
り
、
も
し
そ
の

中
に
ま
ず
ま
ず
の
出
来
の
も
の
が
あ
れ
ば
、
念
仏
の
合
間
に
点
を
付
す

よ
う
、
た
だ
し
披
露
は
無
用
に
、
と
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

「入

道
中
納
言
」
を
忠
通
の
周
辺
に
求
め
る
と
、
当
時
、
出
家
し
て
官
界
を

退
い
て
い
た
藤
原
北
家
日
野
流
の
実
光

（
一
〇
六
九
～
一
一
四
七
）
を
あ

て
る
こ
と
が
で
き
る
。
佐
藤
道
生
氏
は

『法
性
寺
殿
御
集
』
成
立
の
要

因
に
、
次
々
と
出
家
や
死
去
に
よ
っ
て
忠
通
の
周
辺
か
ら
去
っ
て
行
っ

た
往
時
の
詩
友
た
ち
へ
の
哀
惜
の
念
を
挙
げ
、
そ
う
し
た
哀
惜
の
念
を

共
有
し
得
る
の
に
最
適
な
存
在
が
、
作
文
会
や
和
歌
会
等
で
忠
通
と
同

席
す
る
こ
と
も
多
く
、
最
も
近
し
い
詩
友
の

一
人
と
目
さ
れ
る
実
光
で

（２
）

あ

っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
光
に
つ
い
て
は
、
現
存
す
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る
作
品
が
数
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、
」ゝ
れ
ま
で
そ
の
存
在
に
つ
い
て
具

体
的
な
検
討
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

「本
朝
無
題
詩
」
や

「本
朝
続
文
粋
』
、
「詩
序
集
」
な
ど
現
存
す
る
院

政
期
の
漢
詩
文
集
は
、
忠
通
と
藤
原
式
家
の
人
物
の
作
品
を
中
心
に
構

成
さ
れ
た
も
の
が
多
く
、
」ゝ
の
時
期
の
漢
詩
壇
は
忠
通
を
囲
む
式
家
の

人
々
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
印
象
が
強
い
。
確
か
に
こ
の

時
期
の
式
家
は
敦
光

（
一
〇
ユ舎
Ｔ

一
一
四
四
）、
茂
明

（
一
〇
九
〇
頃
～

一
一
六
〇
頃
）、
周
光

（生
没
年
不
詳
。
た
だ
し
、
茂
明
よ
り
も
年
上
と
思
わ

れ
る
）
ら
優
れ
た
才
能
を
輩
出
し
、
詩
文
の
家
と
し
て
最
盛
期
を
迎
え

て
い
る
。
し
か
し
日
記
類
な
ど
の
史
料
に
ま
で
目
を
向
け
れ
ば
、
忠
通

を
中
心
と
す
る
作
文
の
場
の
参
加
者
を
式
家
が
独
占
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
決
し
て
な
く
、
藤
原
北
家
日
野
流

（以
下
日
野
流
と
略
す
る
こ
と

が
あ
る
）
の
詩
人
た
ち
に
も
同
等
の
参
加
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
現

存
す
る
作
品
数
の
多
寡
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
忠
通
と
そ
の
文
事

を
め
ぐ
る
人
々
の
動
向
を
整
理
、
把
握
す
る
こ
と
は
院
政
後
期
の
文
学

制
作
の
状
況
を
知
る
う
え
で
も
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
作
業
で
あ
ろ

つヽ
。本

稿
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
も
と
づ
き
、
儒
者
と
し
て
の
藤
原

実
光
に
つ
い
て
、
忠
通
と
の
関
わ
り
、
そ
し
て
同
時
代
の
鴻
儒
式
家
敦

光
と
の
比
較
を
中
心
に
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
末
尾
に

参
考
と
し
て
実
光
の
日
野
流
系
図
と
略
年
譜
を
付
し
た
。

一

実
光
は
大
学
頭
文
章
博
士
実
綱

（
一
〇
〓
一丁

一
〇
八
一
し
の
息
子
有

信

貧

ｏ
四
〇
～
一
一
〇
一
じ
の
子
と
し
て
延
久
元
年

（
一
〇
六
九
）
に
誕

生
し
た
。
母
は
実
綱
の
弟
、
実
政

（
一
〇
一
九
～
一
〇
九
一こ

の
娘
。
父

有
信
の
兄
弟
に
は
有
綱
、
有
俊
ら
の
儒
者
が
お
り
、
姉
妹
に
大
納
言
宗

俊
に
嫁
し
て
宗
忠
の
母
と
な
っ
た
人
物
が
い
る
。
」ゝ
の
叔
母
の
存
在
ゆ

え
か
、
一不
忠
と
有
信
の
兄
弟
、
子
息
達
と
の
仲
は
生
涯
親
密
で
あ
っ
た
。

兄
弟
に
は
僧
籍
に
入
っ
た
者
の
ほ
か
、
同
母
弟
で
従
四
位
上
大
学
頭
式

部
大
輔
に
至
っ
た
宗
光
、
正
五
位
下
大
学
頭
中
宮
大
進
と
な
っ
た
資
光

（母
は
不
明
）
ら
が
い
る
。
こ
の
二
人
は
い
ず
れ
も
紀
伝
道
出
身
と
見
ら

れ
、
詩
人
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
母
方
の
伯
父
に
は
文
章
博
士

と
な
り
、
名
儒
と
称
さ
れ
た
敦
宗

（
一
〇
四
一Ｔ

一
一
一
こ

が
い
る
。

日
野
流
が
儒
者
の
家
と
し
て
確
立
し
た
の
は
十

一
世
紀
、
勘
解
由
相

公
有
国

（九
四
一一Ｔ

一
〇
一
こ

の
二
人
の
息
子
、
広
業

（九
七
七
～
一
〇

二
八
）
と
資
業

（九
八
八
～
一
〇
七
〇
）
の
頃
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
中
世
、

日
野
流
は
い
わ
ゆ
る
名
家
、
す
な
わ
ち
蔵
人
、
弁
官
を
経
て
参
議
、
納

言
に
至
る
こ
と
も
あ
る
家
の

一
つ
に
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
勧

修
寺
流
な
ど
他
の
名
家
と
は
異
な
り
あ
く
ま
で
儒
者
と
い
う
基
本
的
性

格
を
捨
て
る
こ
と
な
く
、
儒
者
で
あ
り
な
が
ら
弁
官
を
兼
ね
る
こ
と
が

多
い
の
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
道
長
、
頼
通
の
摂
関
家
全
盛
期
に
相

次
い
で
博
士
家
と
し
て
成
立
し
た

「起
家
」
は
藤
原
氏
で
は
北
家
日
野

流
の
ほ
か
に
式
家
、
南
家
が
あ
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
自
河
天
皇
の
時

代
以
降
、
「弁
官
補
任
』
等
の
史
料
で
は
両
家
出
身
者
を
見
出
す
こ
と



は
ほ
と
ん
ど
出
来
な
い
。
日
野
流
は
東
官
学
士
、
侍
読
を
勤
め
る
こ
と

も
多
く
、
広
業
流
は
武

，

天
皇
に
自
居
易
の

「新
楽
府
」
を
進
講
し
た

こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
か
、
日
野
流

・は
両
家
に
比
べ
最

終
官
位
が
高
い
。
資
業
は
従
三
位
式
部
大
輔
、
そ
の
息
子
達
の
実
綱
は

正
四
位
下
式
部
大
輔
、
実
政
は
従
二
位
大
宰
大
弐
に
至

っ
て
い
る
。
摂

関
家
の
支
援
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る

「起
家
」
出
身
儒
者
の
多
く
が

そ
の
譜
代
の
家
司
で
あ

っ
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

時
）

日
野
流
も
ま
た
例
外
で
は
な
か

っ
た
。
実
光
の
父
有
信
と
伯
父
有

綱
は
藤
原
師
通
、
伯
父
有
俊
は
そ
れ
に
加
え
て
忠
実
の
家
司
で
あ

っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
、
師
通
の

「後
二
条
師
通
記
」
や
忠
実
の

『殿
暦
』
に

は
彼
ら
の
身
辺
で
文
書
の
作
成
や
実
務
に
精
励
す
る
日
野
流
儒
者
の
姿

を
し
ば
し
ば
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
日
野
流
は
天
皇
家
と
の
つ
な

が
り
に
加
え
て
、
摂
関
家
と
の
譜
代
の
主
従
関
係
を
獲
得
す
る
こ
と
に

よ
り
そ
の
家
格
を
確
立
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

二

父
母
両
系
か
ら
こ
の
よ
う
な
日
野
流
の
血
を
濃
く
受
け
継
い
だ
実
光

は
応
徳
三
年

貧

ｏ
八
上Ｏ
に
は
十
八
歳
で
勧
学
院
学
問
料
を
給
付
さ
れ

る
。
譜
代
の
儒
者
と
な
る
べ
く
、
ま
ず
は
順
調
な
ス
タ
ー
ト
を
切

っ
た

と
い
え
よ
う
が
、
こ
の
直
後
の
寛
治
元
年

（
一
〇
八
七
）、

一
族
は
思
い

が
け
な
い
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
る
。

従
二
位
大
宰
大
弐
で
あ

っ
た
大
叔
父
実
政
が
宇
佐
八
幡
の
御
輿
に
矢

を
放
っ
た
か
ど
で
、
宇
佐
神
民
ら
に
訴
え
ら
れ
、
翌
年
十

一
月
三
十
日
、

伊
豆
に
流
罪
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

前
大
弐
実
政
除
レ
名
、
配
三
流
伊
豆
国
一、
井
縁
坐
者
同
流
罪
。
依

レ
射
二
危
正
八
幡
宮
神
輿
・。

「百
練
抄
』
巻
五

・
寛
治
二
年

（
一
〇
八
八
）
十

一
月
二
十
九
日
条
の
記

事
は
こ
の
よ
う
な
簡
単
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
の
日
記
や
記
録
類
も

同
様
で
あ
っ
て
、
事
件
の
真
相
や
原
因
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
こ
の
事

件
の
衝
撃
は
大
き
く
、
累
は

一
族
に
及
ん
だ
。
実
政
の
息
子
敦
宗
は
左

少
弁
の
官
を
解
か
れ

３
扶
桑
略
記
」
巻
三
十
・寛
治
二
年
十
二
月
一
日
条
）、

約
六
年
間
の
蟄
居
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
し
０
中
右
記
』
寛
治
八
年
八

月
八
日
条
）、
「中
右
記
』
寛
治
五
年

（
一
〇
九
こ

十
二
月
二
十
九
日
条

に
見
え
る
次
の
記
事
に
よ
れ
ば
実
光
も
給
料
を

一
旦
停
止
さ
れ
た
よ
う

で
あ
る
。

秀
才
藤
実
光

〈
有
信
息
。
給
料

一
、
但
依
レ
有
二
事
憂
一下
臓
給
料

等
献
二
申
文
一。
然
而
依
二
次
第
一蒙
Ｌ
昌
Ｆ
也
Ｙ

学
生
行
盛
給
二

学
問
料
一
〈
行
家
朝
臣
二
男
也
、
勧
学
院
分
〉

有
信
や
有
俊
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
と
し
た
記
録
は
な
い
が
、
彼
ら
の

最
終
官
位
が
そ
れ
ぞ
れ
従
四
位
下
右
中
弁
、
正
四
位
下
左
衛
門
権
佐
で

あ
る
の
は
、
さ
き
に
見
た
そ
の
父
祖
達
や
既
に
永
保
二
年
に
卒
し
て
い

た
長
兄
有
綱
が
正
四
位
下
に
至
り
、
大
学
頭

・
文
章
博
士

。
中
宮
亮
な

ど
を
務
め
て
る
こ
と
に
比
べ
決
し
て
高
い
も
の
と
は
言
え
な
い
。
お
そ

ら
く
は
こ
れ
も
実
政
事
件
の
余
波
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
資
業

・
広

業
以
来
順
調
で
あ
っ
た
日
野
流
の
運
命
は

一
変
し
た
の
で
あ
る
。
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寛
治
五
年
に
再
び
学
問
料
を
給
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
文
章
得
業

生
実
光
が
ま
ず
親
近
し
た
の
は
白
河
院
で
あ
っ
た
。
嘉
保
二
年

（
一
〇

九
五
）
二
月
に
院
の
文
殿
に
寓
直
す
る
こ
と
と
な
っ
た
実
光
は
同
年
十

二
月
二
十
四
日
に
は
院
蔵
人
に
補
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
翌
年

二
月
二
十
三
日
の
院
の
御
遊
で
は
特
に
選
ば
れ
て
和
歌
を
進
め
、
一二
月

の
御
遊
で
は
序
者
を
務
め
て
い
る
。
承
徳
二
年

■

ｏ
九
八
）
正
月
に
は

蔵
人
、
長
治
二
年

（
三

ｏ
五
）
正
月
に
は
右
衛
門
権
佐
、
さ
ら
に
嘉
承

元
年

貧

一
〇
六
）
十
二
月
に
右
少
弁
に
補
せ
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
コ
ニ
事
」

を
兼
ね
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に
彼
の
長
い
弁
官
時
代
が
始
ま
り
、
以

後

『中
右
記
』
や

「殿
暦
」
と
い
っ
た
日
記
類
に
は
円
宗
寺
修
正
会
や

祈
年
穀
奉
幣
、
御
斎
会
、
行
幸
な
ど
の
行
事
に
奔
走
す
る
彼
の
姿
が
散

見
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
忠
実

。忠
通
の
家
司
と
し
て
の
活
動
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。
記
録
上
の
初
見
は

「殿
暦
』
嘉
承
二
年

（
一

一
〇
七
）
十
二
月
二
十
六
日
条
の

「家
司
実
光
」
で
あ
る
が
、
以
降
奉

幣
の
告
文
や
春
日
詣
の
定
文
な
ど
を
し
ば
し
ば
草
し
て
お
り
、
家
司
と

し
て
の
活
躍
も
、
蔵
人
や
弁
官
と
し
て
の
そ
れ
と
同
様
、
そ
の
文
筆
能

力
の
発
揮
が
中
心
で
あ
っ
た
と
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

天
仁
三
年

（
一
一
一
〇
）
正
月
、
実
光
は
左
衛
門
権
佐

・
周
防
介
に
補

せ
ら
れ
、
翌
天
永
二
年
正
月
に
は
正
五
位
下
と
な
っ
た
。
ま
た
、
十
二

月
に
は
鳥
羽
天
皇
の
読
書
始
で
尚
復
を
務
め
て
い
る
。

忠
実
の
嫡
男
、
忠
通
が
作
文
始
を
行
っ
た
の
は
こ
の
年
の
十
月
五
日

の
こ
と
で
あ
る
。
忠
通
の
文
事
と
し
て
知
ら
れ
る
最
も
早
い
も
の
は
、

長
治
二
年

（
三

ｏ
五
）
の
庚
申
和
歌
会
で
あ
る
が
、
忠
通
は
天
仁
二
年

貧

一
〇
九
）、
十
三
歳
で
藤
原
敦
宗
を
侍
読
と
し
て
読
書
始
を
行
い
、
い」

の
作
文
始
の
前
後
に
は

「密
々
」
の
歌
会
や
作
文
会
を
頻
繁
に
催
し
て

い
た
。
大
江
匡
房
が
題
を
進
め

（但
し
、
当
日
は
不
参
加
）、
菅
原
在
良
が

序
を
草
し
た
こ
の
作
文
始
に
お
い
て
、
人
々
は
十
五
歳
の
忠
通
の
詩
と

筆
跡
の
見
事
さ
に
感
嘆
し
、
同
席
し
た
宗
忠
は

「我
が
朝
文
道
の
中
興

か
」
と
賞
賛
し
て
い
る

（『中
右
記
』
同
日
条
）。
実
光
は
作
文
始
に
は
参

加
し
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
十

一
月
二
十
五
日
、
同
二
十
八
日
の
作
文

会
に
は
参
加
し
、
二
十
八
日
の
会
で
は
題
者
と
序
者
を
務
め
て
い
る
。

忠
通
と
実
光
の
関
わ
り
は
こ
こ
に
始
ま
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
嘉

承
二
年
■

一
ｏ
七
）
の
忠
通
元
服
の
際
に
補
任
さ
れ
た
家
司
の
中
に
実

光
の
名
は
な
く
、
「春
除
目
抄
』
が
引
く
保
安
三
年

（
一
〓
〓
じ
十
二

月
の

「法
性
寺
殿
関
白
記
」
に
は

「実
光
執
筆
家
司
也
」
と
い
う
記
述

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
光
が
忠
通
の
家
司
と
な
っ
た
の
は
こ
の
間
の
こ

と
と
分
か
る
が
、
天
永
三
年

（
三

一
二
Ｉ

一月
、
忠
通
の
前
駆
を
務
め

て
い
る

３
中
右
記
』
天
永
三
年
二
月
六
日
・
八
日
条
）
こ
と
や
、
水ヽ
久
三
年

貧

一
一
五
）
四
月
に
は
忠
通
任
大
臣
大
饗
雑
事
の
η
殿
暦
」
永
久
三
年
四

月
上ハ
日
条
）、
ま
た
同
十
二
月
に
は
東
三
条
第
大
饗
の

３
殿
暦
τ
水
久
三

年
十
二
月
十
九
日
条
）
定
文
を
草
し
て
い
る
か
ら
、
実
光
が
忠
通
の
家
司

と
な
っ
た
の
は
、
こ
の
天
永
年
間
頃
の
こ
と
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

以
下
、
実
光
の
昇
進
の
様
子
を
年
譜
風
に
挙
げ
ゎ
。

永
久
三
年

（
一
二

五
）
八
月
十
三
日
、
左
少
弁

（佐
如
一匹



元
永
二
年

（
一
二

九
）
五
月
二
十
九
日
、
顕
仁
親
王

（後
の
崇
徳
天

皇
）
御
湯
殿
始
の
読
書
博
士

十

一
月
二
十
五
日
、
近
江
守

保
安
二
年

（
三

一
三
）
三
月
、
勧
学
院
弁
別
当

保
安
三
年

（
三

一
〓
↓
十
二
月
二
十
三
日
、
右
中
弁

保
安
四
年

（
一
〓
〓
↓
正
月
五
日
、
従
四
位
下

二
月
六
日
、
還
昇

十

一
月
十
七
日
、
従
四
位
上

十

一
月
二
十
日
、
左
中
弁

天
治
二
年

（
一
〓
一五
）
十

一
月

一
日
、
正
四
位
下

大
治
二
年

（
一
〓
一七
）
十
二
月
二
十
五
日
、崇
徳
天
皇
読
書
始
の
侍
読

大
治
五
年

（
三

〓
δ
）
十

一
月
五
日
、
右
大
弁

天
承
元
年

（
三

〓
三
）
十
二
月
二
十
三
日
、
参
議

十
二
月
二
十
四
日
、
左
大
弁

・勘
解
由
長
官

長
承
元
年

（
三

〓
三
）
正
月
二
十
二
日
、
美
作
権
守
を
兼
ね
る

長
承
三
年

（
三

〓
一四
）
正
月
五
日
、
従
三
位

正
月
二
十
二
日
、
大
宰
大
弐
を
兼
ね
る

（止

弁

・
長
官
）

保
延
二
年

（
一
〓
量
Ｃ

十

一
月
四
日
、権
中
納
一貢
大
宰
権
帥
を
兼
ね
る

保
延
五
年

（
三

〓
一九
）
正
月
、
正
三
位

保
延
六
年

（
一
一
四
〇
）
正
月
六
日
、
従
二
位

康
治
二
年

２

一
四
一
０
十

一
月

一
日
、
実
光
は
中
納
言
を
辞
す
こ
と

を
請
う
。
こ
れ
は
翌
々
年
叶
え
ら
れ
、
天
養
元
年

（
三

四
四
Ｉ

一月
二

日
、
七
十
六
歳
と
な

っ
て
い
た
実
光
は
出
家
し
政
界
か
ら
引
退
す
る
。

法
名
は
西
寂
。

「尊
卑
分
脈
」
に
よ
れ
ば
、
実
光
に
は
官
途
に
就
い
た
息
子
が
三
人
、

早
く
僧
籍
に
入

っ
た
息
子
が
四
人
い
る
。
藤
原
有
定
の
女
と
の
間
に
も

う
け
た
長
子
資
憲
は
従
四
位
下
下
野
守
と
な
っ
て
い
る
が
、
対
策
に
応

じ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
ら
し
く
、
儒
者
と
し
て
の
活
躍
は
特
に
見
ら
れ

な
い
。
コ
ホ徳
院
御
事
」
に
よ
り
保
元
元
年

（
一
一
五
ユＣ

に
出
家
し
て

お
り

含
尊
卑
分
脈
し
、
お
そ
ら
く
は
保
元
の
乱
に
お
い
て
上
皇
方
に
つ

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
よ

っ
て
実
質
的
に
日
野
流
儒
者
の
流
れ
を
継
い
だ

の
は
、
近
江
守
高
階
重
仲
の
女
と
の
間
に
得
た
次
子
資
長

２

一
一
九
～

一
一
九
五
）
で
あ
る
。
資
長
は
保
延
元
年

（
一
一
一一五
）
十
七
歳
で
秀
才

と
な
り
、
同
三
年

（
一
一
一一一七
）
対
策
に
応
じ
、
蔵
人
、
右
衛
門
尉
を
経

て
、
天
養
元
年
に
は
従
五
位
上
中
宮
権
大
進
と
な

っ
て
い
た
。
未
だ
二

十
代
半
ば
で
あ

っ
た
が
、
忠
通
の
娘
中
宮
聖
子
に
親
近
』
ギ

こ
の
後
久

安
五
年

貧

一
四
九
）
四
月
に
忠
通
の
推
挙
に
よ
り
兄
資
憲
を
越
え
て
右

少
弁
と
な
り
、
十
月
に
は
忠
通
室
宗
子
の
家
司
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る

弯
兵
範
記
」
久
安
五
年
十
月
二
十
六
日
条
）
こ
と
か
ら
推
す
に
、
早
く
か
ら

兄
資
憲
よ
り
も
忠
通
の
恩
顧
を
被

っ
て
い
た
も
の
ら
し
い
。

実
光
の
出
家
も
自
身
の
高
齢
に
加
え
て
嗣
子
資
長
の
行
く
末
に
あ
る

程
度
の
見
通
し
が
つ
い
た
こ
と
が
直
接
的
な
契
機
で
は
な
か

っ
た
か
。

出
家
か
ら
三
年
後
の
久
安
三
年

貧

一
四
七
）
五
月
二
十

一
日
、
実
光
は

七
十
九
年
の
生
涯
を
終
え
て
い
る
。
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三

こ
の
よ
う
に
実
光
の
官
歴
を
概
観
し
て
み
る
と
、
一
つ
の
画
期
が
あ

る
こ
と
に
気
が
付
く
。
す
な
わ
ち
、
五
十
代
半
ば
ま
で
正
五
位
下
左
少

弁
と
し
て
累
代
の
昇
進
コ
ー
ス
を
遅
々
た
る
ベ
ー
ス
で
歩
ん
で
い
た
実

光
が
保
安
二
年

■

一
二
一
）
の
勧
学
院
弁
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
て
後
、
急

に
昇
進
の
速
度
を
速
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
」ゝ
の
抜
擢
と
も
言
え
る
人

事
は
忠
通
の
氏
長
者
就
任
に
伴
う
も
の
で
あ
る
が
、
」ヽ
れ
は
忠
通
の
父

忠
実
が
娘
泰
子
の
鳥
羽
天
皇
へ
の
入
内
を
め
ぐ
っ
て
白
河
法
皇
の
不
興

を
か
い
、
内
覧
を
停
止
さ
れ
た
う
え
関
白
を
辞
退
し
て
宇
治
に
謹
慎
し

た
た
め
の
、
い
わ
ば
非
常
事
態
下
に
お
け
る
氏
長
者
就
任
で
あ
り
、
勧

学
院
弁
別
当
補
任
で
あ
っ
た
。
氏
長
者
就
任
に
伴
う
勧
学
院
弁
別
当
補

任
は
こ
の
忠
通
と
実
光
の
例
を
嗜
矢
と
す
る
。
佐
藤
健
治
氏
は
こ
の
事

態
下
で
の
勧
学
院
弁
別
当
補
任
に
忠
実
色
の
刷
新
と
い
う
意
図
が
あ
っ

数
投
替
欄

摘
．
、

群
が
ぼ
卍
が
経
驚
無
卸
鰤
楓
鰤
嘘
岬
琳
い
脚
醜
置
経

近 っ
け

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
補
任
後
目
覚
ま
し
い
昇
進
を
遂
げ
る
事
実

は
、
何
よ
り
も
両
者
の
関
係
が
密
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
院
の
逆
鱗
に
触
れ
た
忠
実
色
の
払
拭
と
い
う
状
況
を
考
え
れ

ば
、
実
光
の
別
当
補
任
に
は
自
河
院
の
意
向
を
も
読
み
と
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
忠
通
の
家
司
で
あ
る
と
同
時
に
自
河
院
に
も
親
近
し
て
い
た
経

験
を
持
つ
実
光
は
、
こ
う
し
た
状
況
に
お
け
る
勧
学
院
弁
別
当
と
し
て

最
も
ふ
さ
わ
し
い
人
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

日
野
流
に
と

っ
て
も
、
こ
の
人
事
の
持
つ
意
味
は
大
き
い
も
の
で

あ
っ
た
。
藤
原
氏
の
別
曹
、
勧
学
院
の
実
質
的
な
中
心
と
し
て
氏
寺
興

福
寺
や
氏
社
春
日
社
の
業
務
、
大
和
国
の
知
行
な
ど
を
担
当
し
た
勧
学

院
弁
別
当
に
は
摂
関
家
家
司
で
あ
る
弁
官
が
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
て
、
摂
関
家
と
の
つ
な
が
り
の
強
さ
に
加
え
、
そ
の
煩
雑
な
業
務

に
堪
え
る
能
力
を
認
め
ら
れ
た
者
が
選
ば
れ
た
。
い
わ
ば
諸
家
羨
望
の

職
で
あ
っ
た
の
で
あ
れ
∝
日
野
流
で
は
承
保
三
年

貧

ｏ
七
上Ｃ
正
月
二

十
日
に
実
政
が
補
せ
ら
れ
、
つ
い
で
広
業
流
の
正
家
が
承
暦
四
年

（
一

〇
八
〇
）
八
月
二
十
二
日
、
補
せ
ら
れ
た
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

後
こ
の
実
光
の
補
任
ま
で
四
十
年
以
上
日
野
流
か
ら
弁
別
当
は
出
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
間
に
弁
官
で
あ
っ
た
資
業
流
出
身
者
臨
ギ

敦
宗
、

有
信
の
二
人
が
お
り
、
い
ず
れ
も
摂
関
家
の
家
司
で
あ
っ
た
が
、
敦
宗

は
父
実
政
の
事
件
に
よ
り
解
官
さ
れ
、
有
信
の
昇
進
は
や
は
り
実
政
の

事
件
以
後
滞
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
中
で
実
光
が
勧
学
院
弁
別

当
に
補
さ
れ
た
こ
と
は
儒
者
弁
の
家
と
し
て
の
日
野
流
の
復
興
を
意
味

す
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
実
際
、
実
光
以
後
、
日
野
流
の
弁

別
当
補
任
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
縫
。

ま
た
、
蔵
人
、
弁
官

↑
」
の
間
に
勧
学
院
弁
別
当
）、
参
議
、
勘
解
由
長

官
、
そ
し
て
大
宰
大
式
と
い
う
実
光
の
官
歴
が
実
政
の
そ
れ
と
び
っ
た

り
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
」ゝ
れ
は
家
の
祖
で
あ
る
有

国
と
も
ほ
ぼ
重
な
っ
て
お
り
、
敦
宗
が
父
の
事
件
に
よ
り
弁
官
を
解
か

れ
、
実
光
の
父
方
の
祖
父
実
網
が
弁
官
を
経
て
い
な
い
こ
と
、
さ
ら
に

実
光
の
父
有
信
は
右
中
弁
が
終
官
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
れ
ば
、
有
国
以



来
の
儒
者
弁
と
い
う
家
格
を
実
政
よ
り
継
承
し
た
の
は
実
光
で
あ

っ
た

と
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

四

忠
通
に
と

っ
て
も
実
務
能
力
に
長
け
、
白
河
院
や
宗
忠
の
信
頼
も
厚

い
実
光
と
の
つ
な
が
り
は
十
分
に
有
益
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
、
当
時
の
漢
文
学
史
を
概
観
す
れ
ば
、
実
光
と
忠
通
と
の
間
に
は
そ

の
よ
う
な
政
治
上
の
も
の
と
同
程
度
に
、
文
事
上
の
つ
な
が
り
が
深
い

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
忠
通
の
実
光
抜
擢
の
背
景
に
、
こ

う
し
た
文
事
を
通
し
て
の
二
人
の
交
流
が
あ

っ
た
こ
と
は
見
過
ご
し
得

な
い
。
忠
通
の
前
後
の
摂
関
家
氏
長
者
が
、
忠
通
の
父
忠
実
と
弟
頼
長

で
あ

っ
て
、
こ
の
二
人
の
ど
ち
ら
も
が
詩
文
に
対
す
る
興
味
が
か
な
り

低
い
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
実
政
の
事
件
か
ら
立
ち
直
り
、

家
を
復
興
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
に
文
学
を
愛
好
し
た

忠
通
と
め
ぐ
り
合
い
、
そ
の
詩
筵
に
侍

っ
た
こ
と
は
実
光
、
ひ
い
て
は

日
野
流
に
と

っ
て
か
な
り
幸
運
な
こ
と
で
あ

っ
た
。

以
下
、
実
光
が
参
加
し
た
、
忠
通
を
中
心
と
す
る
文
事
を
列
挙
す
る
。

天
永
二
年
十

一
月
二
十
五
日

「対
雪
唯
掛
酒
」

天
永
二
年
十

一
月
二
十
八
日

「迎
暁
聞
寒
房
」
序
者

永
久
三
年
六
月
二
十
七
日

　

「池
上
鶴
」
和
歌
序
者

永
久
五
年
七
月
十
七
日
　

　

作
文
〈
も

序
者

元
永
二
年
三
月
九
日
　
　
　

「佳
遊
契
万
年
」
（作
文
Ｙ

「庭
前
竹
」

（和
歌
）
和
歌
講
師

大
治
元
年
九
月
十
三
日
　
　
「月
明
酒
域
中
」

大
治
五
年
九
月
二
十
日
　
　
「江
湖
唯
聞
房
」

長
承
四
年
三
月
二
十
三
日

　

「養
生
不
若
花
」
題
者

年
時
不
明

）　
　
　
　
　
　
「微
月
浮
江
上
」

こ
れ
ら
は
記
録
に
残
る
も
の
、
そ
れ
も
実
光
の
名
が
明
示
さ
れ
て
い

る
も
の
だ
が
、
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
く
と
も
、
実
光
が
参
加
し
て
い

る
も
の
も
多
い
で
あ
ろ
う
し
、
忠
通
の
周
辺
で
は
も

っ
と
頻
繁
に
作
文

会
や
歌
会
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
嚇
、
実
際
に
は
こ
れ
を

大
き
く
上
回
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
忠
通
の

『法
性
寺
殿
御
集
」
に
は
実
光
へ
贈
ら
れ
た
詩
と

考
え
ら
れ
る
作
が
残
る
。
「重
寄
二
尚
書
左
中
丞
窓
下
Ｌ
Ｌ
欣
感
之
余
、

不
レ
待
二
答
詩
一、
重
以
寄
レ
之
号

「重
呈
」
と
い
う
こ
れ
ら
三
編
は

「予

当
・■

日
休
暇
一、
翫
・一三
秋
風
景
・。
時
興
之
新
催
、
慨
然
而
有
レ
感
。
柳

書
二
中
懐
一、
以
贈
二
尚
書
源
右
中
丞
こ
と
い
う
題
で
源
右
中
丞
、
す
な

わ
ち
源
師
俊
２

ｏ
八
〇
～
一
一
四
こ
に
贈
ら
れ
た
詩
に
続
く
も
の
で
、

韻
を
同
じ
く
す
る
こ
と
、
い
ず
れ
も
詩
題
に

「重
寄
」
「重
呈
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
同
時
の
作
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
れ
に
そ
の
連
作
の
二
首

目

「欣
感
之
余
、
不
レ
待
二
答
詩
一、
重
以
寄
レ
之
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ

。
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詩
の
贈
答
の
中
で
実
光
が
前
途
を
悲
観
す
る
よ
う
な
言
葉
を
吐
い
た

も
の
か
、
あ
る
い
は
日
頃
か
ら
憂
憤
を
漏
ら
し
て
い
た
の
か
、
忠
通
は

そ
れ
に
答
え
て
世
俗
の
褒
賞
が
長
続
き
し
な
い
こ
と
を
言
い
、
実
光
を

「千
里
の
龍
駒
」
に
な
ぞ
ら
え
て
慰
め
て
い
る
。
二
十
八
歳
と
い
う
年

齢
差
を
越
え
た
、
こ
の
よ
う
な
や
り
取
り
か
ら
も
二
人
の
関
係
の
親
密

さ
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。

五

今
日
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
忠
通
主
催
詩
筵
に
最
も
多
く
参
加
し

て
い
る
の
が
実
光
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
佐
藤
道
生
氏
の
指
摘
さ
れ
る

こ
と
こ
ろ
で
あ
る
た
）

単
に
参
加
し
て
詩
作
を
行
う
だ
け
で
は
な
く
、

序
者
、
講
師
な
ど
の
諸
役
を
勤
め
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
こ
れ

は
累
代
の
儒
者
と
し
て
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
が
、
実
光
に

つ
い
て
特
徴
的
で
あ
る
の
は
詩
作
の
場
だ
け
で
な
く
、
歌
会
に
お
け
る

活
躍
が
目
立
つ
と
い
う
点
で
あ
る
。

ま
ず
、
現
存
す
る
数
少
な
い
実
光
の
文
章
の
一
つ
に
永
久
三
年

（
一

一
一
五
）
六
月
二
十
七
日
に
東
三
條
邸
で
行
わ
れ
た
作
文
会

・
和
歌
会

に
お
け
る
和
歌
序
が
あ
る
。
「本
朝
小
序
集
」
一
五
に
「
夏
日
侍
二
東
三

条
第
一同
詠
二
池
上
鶴
・。
応
レ
教
。
和
歌
序
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
そ
の
日
の

『殿
暦
』
の
記
事
は
、
「今
日
、
内
府
於
二
東

三
条
一有
二
作
文

・
和
歌
事
一云
々
、
余
不
レ
向
。
上
達

・
殿
上
有
二
其
数
・

云
々
」
と
い
う
素
っ
気
な
い
も
の
で
、
そ
の
日
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な

い
が
、
自
河
法
皇
の
養
女
章
子
と
の
縁
談
が
立
ち
消
え
と
な
り
、
当
時

い
ま
だ
曹
司
住
み
の
貴
公
子
で
あ
っ
た
忠
通
が
、
藤
原
摂
関
家
の
公
式

な
邸
宅
東
三
条
邸
で
行
っ
た
こ
の
作
文
と
歌
会
は
、
自
ら
の
曹
司
で

行
っ
て
い
た
内
々
の
集
ま
り
と
は

一
線
を
画
す
る
、
あ
る
程
度
格
式
の

あ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
か
ら
四
年
後
の
元
永
二
年

（
〓

一
九
三
二
月
九
日
の
、
忠
通
が

新
所
に
転
宅
後
は
じ
め
て
開
い
た
作
文
と
和
歌
の
会
に
お
い
て
、
実
光

は
藤
原
重
資
と
と
も
に
和
歌
の
講
師
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
」ゝ
の
日
は

加
え
て
管
絃
の
遊
び
も
行
わ
れ
て
い
て
、
い
わ
ば
邸
宅
の
披
露
を
兼
ね

た
集
ま
り
で
あ

っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
が
、
式
部
少
輔
藤
原
行
盛

（作
文
序
者
）、
同
大
輔
菅
原
在
良

（和
歌
題
者
）
ら
に
ま
じ
り
活
躍
し
た

こ
と
が
忠
通
の
日
記

『法
性
寺
殿
御
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
長
承
三
年

（
三

〓
一四
）
四
月
十

一
日
、
宮
中
で
開
催
さ
れ

た
中
宮
聖
子
歌
会
に
お
い
て
も
序
者
を
勤
め
て
い
る
。
こ
れ
は
忠
通
と

正
室
藤
原
宗
子
と
の
間
に
生
れ
た

一
人
娘
聖
子
が
崇
徳
天
皇
の
中
宮
と

な
っ
て
か
ら
は
じ
め
て
宮
中
で
行
っ
た
歌
会
で
、
関
自
で
あ
っ
た
忠
通

も
勿
論
出
席
す
る
盛
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
久
し
ぶ
り
に
出
た
藤
原
氏

出
身
の
中
宮
主
催
の
歌
会
と
し
て
、
摂
関
家
の
み
な
ら
ず
お
お
む
ね
藤

原
氏
全
体
に
と
っ
て
よ
ろ
こ
ば
し
い
行
事
で
あ
り
、
な
か
ん
づ
く
忠
通

に
と
っ
て
格
別
の
意
味
を
持
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
の
よ
う
な
文
事
に
お
い
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て
も
や
は
り
実
光
は
和
歌
序
の
執
筆
と
い
う
大
任
を
果
た
し
、
そ
れ
は

「優
美
」
で
、
「華
実
相
兼
」
の
作
で
あ
っ
た
と
い
う

（「中
右
記
し
。

爆

詳

誕

卜

時 ‐こ
鶴

菱

林
耐

¨
済

で る
妖

導

就

畔

は
忠
通
主
催
歌
合
へ
の
参
加
が
全
く
認
め
ら
れ
な
い
が
、
」ヽ
の
よ
う
な

例
を
見
れ
ば
、
作
品
は
現
存
し
な
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
確
認
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
も
の
の
、
実
光
と
忠
通
に
は
和
歌
を
通
じ
て
の
交
流

も
漢
詩
文
の
そ
れ
と
同
様
に
あ
つ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
日
野
流
が
有
国
以
来
和
歌
を
よ
く
す
る

人
物
を
輩
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
有
国
は
公
任
や
長
能
ら

と
和
歌
を
通
じ
た
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
し
、
資
業
、

実
政
、
行
家
、
正
家
、
行
盛
ら
は
大
嘗
会
和
歌
の
作
者
を
務
め
て
い
る
。

実
光
自
身

『金
葉
集
』
歌
人
で
あ
り
、
「尊
卑
分
脈
』
に

「歌
人
」
と
記

さ
れ
て
も
い
る
。
さ
き
に
も
述
べ
た
が
嘉
保
三
年
二
月
二
十
三
日
、
院

御
遊
の
際
に
は
特
に
選
ば
れ
て
和
歌
を
進
め
て
も
い
る
。
さ
ら
に
、
こ

う
し
た
和
漢
兼
作
の
日
野
流
儒
者
た
ち
の
漢
文
作
品
と
し
て
知
ら
れ
る

も
の
に
、
和
歌
序
が
散
見
さ
れ
る
点
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
今
井
源
衛
氏

は
、
道
長
邸
で
行
わ
れ
た
二
十
八
品
和
歌
の
会
の
序
を
有
国
が
草
し
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「右
の
如
き
当
代
の
鈴
々
た
る
顔
ぶ
れ
の
中
で
、

特
に
当
日
の
序
文
の
作
者
に
名
指
さ
れ
る
の
は
、
和
漢
に
通
じ
た
文
人

は計肺験切り』許砕けはイにはだ一度はけ浸櫛膝れれない錦

に
お
け
る
広
業
の
「早
春
陪
二
長
秋
宮
一和
歌
序
」
翁
本
朝
小
序
集
∵
『本

朝
文
集
』
巻
四
十
五
）、
頼
通
主
催
の

「賀
陽
院
水
閣
歌
合
」
終
了
後
に

勝
っ
た
左
方
が
石
清
水
八
幡
と
住
吉
神
社
に
詣
で
た
際
の
述
懐
詠
に
付

せ
ら
れ
た
資
業
の

「於
二
住
吉
社
一述
レ
懐
和
歌
序
」
ｃ
本
朝
文
集
』
巻
四

十
七
）、
后
宮
、
す
な
わ
ち
頼
通
女
寛
子
の
後
宮
で
行
わ
れ
た
歌
会
に
お

け
る
有
俊
の

「暮
秋
陪
二
后
宮
宴
一詠
二
終
日
翫
レ
菊
一和
歌
序
」
Ｇ
本
朝

小
序
集
∵

「本
朝
文
集
」
巻
五
十
）
も
同
様
に
考
え
て
良
い
も
の
で
あ

り
、
実
光
が
忠
通
に
近
侍
し
て
草
し
た
和
歌
序
も
ま
た
、
こ
れ
ら
の
系

譜
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

当
時
の
文
人
官
僚
た
ち
に
と
っ
て
、
漢
詩
文
と
和
歌
と
が
そ
れ
ほ
ど

乖
離
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
例
え
ば

和
歌
の
詠
作
が
ほ
と
ん
ど
伝
え
ら
れ
な
い
式
家
文
人
た
ち
に
比
べ
、
和

歌
に
堪
能
な
文
人
の
輩
出
し
た
日
野
流
の
儒
者
た
ち
が
和
歌
序
の
制
作

や
講
師
を
務
め
る
こ
と
が
多
い
の
は
む
し
ろ
自
然
で
あ
り
、
そ
う
い
つ

た
こ
と
を
専
門
的
に
行
う
家
柄
、
と
い
う
こ
と
ま
で
は
言
え
ず
と
も
、

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
家
、
と
い
う
言
い
方
ま
で
は
ゆ
る
さ
れ
る
で
あ
ろ

流
∝
そ
し
て
、
実
光
こ
そ
、
忠
通
に
と
っ
て
殊
に
晴
れ
が
ま
し
い
歌
会

に
お
い
て
序
を
書
か
せ
、
あ
る
い
は
講
師
を
務
め
さ
せ
る
の
に
最
も
ふ

さ
わ
し
い
人
物
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

六

そ
れ
で
は
、
他
の
家
か
ら
見
て
実
光
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ

っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
式
家
藤
原
敦
光
は
忠
通
文
壇
に
侍

っ
た
詩
人
と
し
て

-24-



特
に
よ
く
知
ら
れ
る
人
物
で
あ
り
、
院
政
後
期
を
代
表
す
る
鴻
儒
で
あ

る
が
、
豊
富
に
残
る
彼
の
文
章
か
ら
こ
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。
次

に
挙
げ
る
の
は

「本
朝
続
文
粋
』
巻
七

「申
式
部
大
輔

。
中
弁
書
」
で

あ
る
。

…
、
中
弁
閉
事

右
尚
書
之
選
、
儒
士
為
先
。
或
三
四
人
。
或
二
三
人
。
同
時
相
兼

者
、
古
今
之
例
也
。
敦
光
為
大
内
記
之
時
、
任
先
例
申
少
弁
。
頻

遇
其
閥
、
無
遂
其
望
。
徒
遷
他
官
、
空
叙
四
品
。
…

（中
略
）
…
、

先
例
雖
下
姓
之
者
、
被
用
才
芸
、
多
任
尚
書
。
況
敦
光
者
、
重
代

珂
蝉
之
家
、
延
久
聖
主
御
侍
読
之
男
也
。
豊
混
凡
流
哉
。
就
中
当

今
第

一
親
王
御
降
誕
之
時
、
勤
御
書
役
。
先
例
勤
此
役
之
人
、
必

任
顕
要
之
官
。
又
当
時
儒
仕
、
可
為
御
侍
読
者
、
芳
思
吉
例
、
更

論
文
学
、
誰
為
敦
光
之
右
乎
。
…

〈
訓
読
〉

…
、
中
弁
の
開
の
事

右
、
尚
書
の
選
は
、
儒
士
を
先
と
為
す
。
或
い
は
三
四
人
。
或
い

は
二
三
人
。
同
時
に
相
兼
ぬ
る
者
、
古
今
の
例
な
り
。
敦
光
大
内

記
為
る
の
時
、
先
例
に
任
せ
て
少
弁
を
申
す
。
頻
り
に
其
の
開
に

遇
ふ
も
、
其
の
望
み
を
遂
ぐ
る
こ
と
無
し
。
徒
に
他
官
に
遷
さ
れ
、

空
し
く
四
品
に
叙
せ
ら
る
。
…

（中
略
）
…
、
先
例
下
姓
の
者
と

雖
も
、
才
芸
を
用
ゐ
ら
れ
、
多
く
尚
書
に
任
ぜ
ら
る
。
況
や
敦
光

は
重
代
珂
蝉
の
家
、
延
久
の
聖
主
御
侍
読
の
男
な
り
。
豊
凡
流
に

混
ぜ
ん
や
。
就
中
当
今
第

一
親
王
御
降
誕
の
時
、
御
書
役
を
勤
む
。

先
例
此
役
を
勤
む
る
の
人
、
必
ず
顕
要
の
官
に
任
ぜ
ら
る
。
又
当

時
の
儒
仕
、
御
侍
読
為
る
べ
き
者
、
寿
吉
例
を
思
ひ
、
更
に
文
学

を
論
ず
る
に
、
誰
か
敦
光
の
右
為
ら
ん
や
。
…

こ
れ
は
書
状
と
言
い
な
が
ら
実
際
に
は
こ
れ
ま
で
の
自
ら
の
功
労
と

仕
事
を
挙
げ
て
式
部
大
輔
と
中
弁
の
官
を
求
め
る
、
ほ
ぼ
奏
状
と
い
っ

て
よ
い
内
容
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
敦
光
が
自
ら
の
功
労
と
し

て
強
調
し
て
い
る
の
が
、
先
年
の
親
王
の
御
湯
殿
の
儀
に
お
い
て
読
書

の
役
を
勤
め
た
こ
と
で
あ
る
。
御
湯
殿
の
儀
と
は
皇
子
誕
生
に
際
し
て

産
湯
を
つ
か
わ
せ
る
行
事
で
、
そ
の
時
に
通
例
三
人
の
読
書
博
士
が
漢

籍
を
講
読
す
る
儀
式
が
あ
っ
た
。
敦
光
が
勤
め
た
の
は
こ
の
読
書
博
士

で
あ
る
。
」ゝ
の
時
期
の
天
皇
の
御
湯
殿
の
儀
で
読
書
役
を
勤
め
た
儒
者

と
、
そ
の
天
皇
の
読
書
始
で
侍
読
と
な
っ
た
儒
者
と
を

一
覧
に
し
て
挙

げ
る
。
［‐‐
国
で
囲
っ
た
の
は
日
野
流
、
一
一重
傍
線
を
付
し
た
の
は
式
家

の
人
物
で
あ
る
。

後
冷
泉
天
皇
　
万
寿
二
年

長
元
七
年

侍
読

後
三
条
天
皇
　
長
元
七
年

長
久
三
年

侍
読

２

０
二
五
）
八
月
五
日
　
御
湯
殿
儀

大
江
挙
周

・
藤
原
義
忠

。
中
原
貞
清

（
一
９
一一四
）
十
月
十

一
日
　
読
書
始

藤
原
義
忠

２

０
三
四
）
七
月
十
八
日
　
御
湯
殿
儀

大
江
挙
周

・
藤
原
義
忠

・
清
原
頼
隆

貧

〇
四
一
一）
十
月
十

一
日
　
読
書
始

大
江
挙
周



自
河
天
皇

堀
河
天
皇

鳥
羽
天
皇

崇
徳
天
皇

近
衛
天
皇

尚
復

一園
園
園
国

天
喜
元
年

（
一
〇
≡
こ

エハ
月
二
十

一
日
　
御
湯
殿
儀

凰

・

ヨ

読
書
始
に
つ
い
て
は
未
詳

承
暦
三
年

（
一
〇
七
九
）
七
月
十
日
　
御
湯
殿
儀

囲
園
田
因

出
圏
困
□
圏

。
中
原
定
俊

寛
治
元
年

（
一
〇
八
七
）
十
二
月
二
十
四
日
　
読
書
始

侍
読

一園
園
田
因

尚
復

一園
園
囲
園

康
和
五
年

（
一
一
０
こ

正
月
十
六
日
　
御
湯
殿
儀

囲
旧
囲
圏
甲
囲
園
囲
旧
岬

中
原
師
遠

天
永
二
年

（
一
一
三

）
十
二
月
二
十
四
日
　
読
書
始

侍
読
　
菅
原
在
良

尚
復

一園
園
園
囲

元
永
二
年

（
一
一
一
九
）
五
月
二
十
九
日
　
御
湯
殿
儀

劇
劇
剥
刈

二
囲
囲
園
岡
｝
中
原
師
遠

大
治
二
年

貧

一
二
七
）
十
二
月
二
十
五
日
　
読
書
始

侍
読

一園
園
園
囲

尚
書

一閣
園
園
囲

保
延
五
年

（
一
〓
一一九
）
五
月
二
十
日
　
御
湯
殿
儀

劇
劇
劃
刑

出
圏
困
園
園

・
中
原
師
安

久
安
三
年

（
一
一
四
七
）
十
二
月
十
二
日
　
読
書
始

侍
読

一園
園
囲
園

尚
復

一園
園
閣
田

こ
れ
に
よ
る
と
、
御
湯
殿
の
儀
の
読
書
役
が
そ
の
七
～
八
年
後
に
そ

の
皇
子
の
読
書
始
の
侍
読
と
な
る
ケ
ー
ス
の
多
い
こ
と
に
気
が
付
く
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
侍
読
と
は
天
皇
に
最
も
近
侍
す
る
、
儒
者
と
し
て

は
極
め
て
名
誉
あ
る
職
で
あ
っ
た
。
さ
き
に
見
た
書
状
に
お
い
て
も
敦

光
は
自
分
が

「重
代
珂
蝉
の
家
、
延
久
聖
主
侍
読
の
男
」
で
あ
る
こ
と

を
誇
ら
か
に
述
べ
、
そ
れ
を
根
拠
に
弁
官
の
地
位
を
求
め
て
い
る
。
し

か
し
、
確
か
に
敦
光
の
父
明
衡
は
延
久
の
聖
主
、
白
河
天
皇
の
読
書
役

を
勤
め
、
読
書
始
に
も
侍
読
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
に
推
測

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
式
家
文
人
と
し
て
は
お
そ
ら
く
元
永
二

年

（
一
二

九
）
に
敦
光
が
勤
め
る
ま
で
ほ
ぼ
唯

一
の
例
な
の
で
あ
る
。

そ
の
他
は
圧
倒
的
に
日
野
流
の
文
人
が
こ
の
役
を
勤
め
て
お
り
、
」ゝ
の

書
状
で
敦
光
が
自
分
は
代
々
蔵
人
を
務
め
る
家
の
者
、
侍
読
の
子
で

あ
っ
て
並
の
家
格
で
は
な
く
、
第

一
親
王
の
読
書
役
を
勤
め
た
経
験
を

も
持
つ
の
だ
か
ら

「顕
要
の
官
」
、
こ
こ
で
は
弁
官
に
任
ぜ
ら
れ
る
は

ず
だ
と
い
う
論
理
を
展
開
す
る
と
き
、
そ
の
念
頭
に
日
野
流
儒
者
達
の

姿
、
蔵
人
、
弁
官
を
歴
任
し
て
し
ば
し
ば
御
湯
殿
の
儀
の
読
書
役
や
侍

読
を
勤
め
る
儒
者
た
ち
、
日
野
流
の
優
位
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
の
で
は
な
い
か
。
敦
光
は
あ
た
か
も
自
ら
の
式
家
を
日
野
流
に

な
ぞ
ら
え
る
か
の
よ
う
に
弁
官
と
な
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
父
明
衡
以
来
約
六
十
年
ぶ
り
に
勤
め
る
こ
と
の
叶
っ
た
読

書
役
の
職
が
弁
官
や
侍
読
の
地
位
へ
の
突
破
口
と
な
り
う
る
こ
と
を
最



大
限
に
活
か
そ
う
と
い
う
気
持
ち
か
ら
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
敦
光
に
と
っ
て
は
初
め
て
で
あ
っ
た
元
永
二
年
の
御
湯
殿

の
儀
の
折
の
敦
光
の
日
記

「敦
記
』
が

『御
産
部
類
記
」
に
残
さ
れ
て

い
る
。二

十
八
日
、
…

（中
略
）
…
、
申
剋
第

一
皇
子
誕
生
之
由
、
風
聞
。

御
湯
殿
読
書
事
、
中
心
不
審
之
処
、
漸
及
晩
陰
、
頭
弁
被
送
書
状

云
、
明
日
未
剋
可
参
仕
之
由
、
進
請
文
畢
。
他
読
書
人
未
聞
及
、
傷

相
尋
大
外
記
師
遠
之
処
、
返
事
云
、
於
師
遠
者
、
今
日
参
院
之
次
、

可
参
之
由
、
蒙
仰
了
。
其
外
未
知
者
。

二
十
九
日
、
甲
成
、
情
廻
愚
案
之
処
、
蔵
人
弁
定
当
読
書
之
仁
欺
。

傷
送
書
状
云
、
今
日
定
被
参
読
書
欺
、
然
者
読
書
何
文
哉
、
両
人

読
同
書
者
、
可
無
穏
便
歎
。
返
事
云
、
可
読
史
記
五
帝
本
紀
也
、
一

家
人
々
多
所
読
也
者
、
…

〈
訓
読
〉

二
十
八
日
、
…

（中
略
Ｙ
‥
、
申
の
剋
、
第

一
皇
子
誕
生
の
由
、
風

聞
す
。
御
湯
殿
読
書
の
事
、
中
心
不
審
の
処
、
漸
く
晩
陰
に
及
び

て
、
頭
弁
書
状
を
送
ら
れ
て
云
は
く
、
明
日
未
の
剋
参
仕
す
べ
き

の
由
、
肇調
文
を
進
め
畢
ん
ぬ
。
他
の
読
書
の
人
未
だ
聞
き
及
ば
ず
、

傷
て
大
外
記
師
遠
に
相
ひ
尋
ぬ
る
処
、
返
事
に
云
は
く
、
師
遠
に

於
い
て
は
、
今
日
参
院
の
次
で
、
参
る
べ
き
の
由
、
仰
せ
を
蒙
り

了
ん
ぬ
。
其
の
他
は
未
だ
知
ら
ず
て
へ
り
。

二
十
九
日
、
甲
成
、
情
愚
案
を
廻
ら
す
の
処
、
蔵
人
の
弁

（実
光
）

定
め
て
読
書
の
仁
に
当
る
か
。
傷
て
書
状
を
送
り
て
云
は
く
、
今

日
定
め
て
参
り
て
読
書
せ
ら
る
る
か
、
然
れ
ば
何
の
文
を
読
書
さ

る
や
、
両
人
同
書
を
読
む
は
穏
便
無
か
る
べ
き
か
。
返
事
に
云
は

く
、
史
記
五
帝
本
紀
を
読
む
べ
き
な
り
、
一
家
の
人
々
多
く
読
む

処
な
り
て
へ
り
。
…

二
十
八
日
、
第

一
皇
子
誕
生
の
報
を
聞
い
て
、
敦
光
の
心
中
に
ま
ず

到
来
し
た
の
は
、
誰
が
読
書
役
に
選
ば
れ
る
の
か
と
い
う
疑
間
で
あ
っ

た
。
大
学
頭
文
章
博
士
と
し
て
翰
林
の
頂
点
に
あ
っ
た
敦
光
が
選
ば
れ

る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
幾
ば
く
か

の
不
安
が
あ
っ
た
こ
と
を

「中
心
不
審
の
処
」
と
い
う
箇
所
か
ら
読
み

と
る
こ
と
が
出
来
る
。
よ
う
や
く
夕
暮
れ
と
な
っ
て
か
ら
明
日
参
内
す

る
よ
う
書
状
が
来
る
が
、
そ
の
後
も
自
分
以
外
に
誰
が
選
ば
れ
た
の
か

を
知
る
べ
く
、
ま
ず
中
原
師
遠
に
問
い
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
の
返
事
で

は
師
遠
が
選
ば
れ
た
こ
と
は
確
認
で
き
た
が
、
も
う

一
人
の
読
書
役
に

つ
い
て
は
師
遠
も
知
ら
な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
二
十
九
日
、
敦
光
は
実

光
に
書
状
を
送
る
。
お
そ
ら
く
最
後
の

一
人
は
彼
で
あ
ろ
う
と
い
う
推

測
か
ら
で
あ
る
。
敦
光
は
間
う
、
今
日
は
参
内
し
て
読
書
さ
れ
る
の
か
、

そ
う
で
あ
れ
ば

一
体
何
を
講
読
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
に
対
し
、
実
光
の

回
答
は
簡
潔
で
あ
っ
た
。
し
ば
し
ば

一
家
で
用
い
て
い
る
「史
記
」
「
五

帝
本
紀
」
を
読
む
、
と
。
初
め
て
の
こ
と
に
と
ま
ど
う
敦
光
と
、
一
家

で
し
ば
し
ば
こ
の
役
を
勤
め
、
習
熟
し
て
い
る
様
子
の
実
光
と
、
二
人

の
対
比
が
鮮
や
か
に
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
史
料
で
あ
る
が
、
」ゝ
れ
が
と

り
も
な
お
さ
ず
、
当
時
の
式
家
と
日
野
流
の
姿
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
に
誕
生
し
た
顕
仁
親
王
、
後
の
崇
徳
天
皇
の
読
書
始
が
行
わ



れ
た
の
は
こ
れ
か
ら
八
年
後
、
大
治
二
年
貧

一
二
七
）
の
こ
と
で
あ
る
。

侍
読
は
実
光
、
尚
復
は
実
光
の
弟
の
資
光
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
れ
か

ら
十
二
年
後
の
保
延
五
年
貧

一
二
九
）
の
御
湯
殿
の
儀
で
も
敦
光
は
読

書
博
士
を
勤
め
て
い
る
が
、
こ
の
皇
子
の
読
書
始
を
待
た
ず
に
死
去

し
、
結
局
東
官
の
侍
読
と
な
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
彼
が
大
治
二

年
に
御
湯
殿
の
儀
で
読
書
博
士
を
務
め
た
鳥
羽
上
皇
第
四
皇
子
雅
仁
親

王
の
場
合
は
、
保
延
三
年

貧

一
三
七
）
十
二
月
二
十
五
日
の
読
書
始
で

侍
読
と
な
る
こ
と
が
出
来
た
が
、
後
に
こ
の
親
王
が
、
周
囲
の
複
雑
な

政
治
的
判
断
の
結
果
即
位
し
、
後
白
河
天
皇
と
な
る
こ
と
は
敦
光
も
含

め
当
時
誰
も
予
測
し
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
式
家
出
身
で
天
皇
の
侍

読
や
東
官
学
士
と
な
っ
た
の
は
明
衡
の
み
で
あ
り
、
こ
の
時
期
、
い
か

に
鴻
儒
敦
光
と
い
え
ど
も
す
で
に
硬
化
し
つ
つ
あ
る
家
格
を
覆
す
こ
と

は
難
し
い
時
代
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

端
的
に
言
え
ば
、
実
光
の
人
生
の
画
期
は
、
凋
落
の
危
機
に
あ
っ
た

日
野
流
の
画
期
で
あ
り
、
そ
れ
は
忠
通
の
氏
長
者
就
任
に
伴
う
勧
学
院

弁
別
当
補
任
を
契
機
と
し
て
い
た
。
日
野
流
儒
者
が
摂
関
家
の
譜
代
の

家
司
と
し
て
活
躍
し
、
そ
こ
を
拠
り
所
に
官
界
で
成
功
を
収
め
た
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
忠
通
の

「執
事
家
司
」
で
あ
っ
た

実
光
も
そ
う
し
た
あ
り
方
を
踏
襲
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
光
と
忠
通

の
関
係
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
忠
通
が
時
の
摂
関
と
し
て
は
異
例

な
ほ
ど
文
事
に
耽
溺
し
た
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

結
果
、
贈
答
詩
の
や
り
取
り
や
自
撰
詩
集
の
合
点
の
依
頼
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
、
よ
り
個
人
的
な
詩
友
と
し
て
の
交
流
が
実
現
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
無
視
し
て
、
忠
通
の
実
光
抜
擢
を
正
し
く
評
価

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
そ
れ
が
、
弁
官
か
ら

参
議
へ
と
い
う
、　
一
度
は
途
絶
え
た
か
に
見
え
た
昇
進
ル
ー
ト
の
継

承
、
そ
し
て
日
野
流
の
名
家
と
し
て
の
確
立
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
こ
と

を
思
え
ば
、
実
光
が
自
流
の
家
格
形
成
に
果
た
し
た
役
割
は
ま
こ
と
に

大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
式
家
敦
光
の
眼
を
通
し
て
、
実
光
に
対
す
る
そ
の
複
雑
な
思

い
を
か
い
ま
見
れ
ば
、
従
来
、
学
問
、
と
り
わ
け
詩
文
の
執
筆
に
特
化

し
た
家
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
式
家
の
敦
光

が
儒
者
弁
と
い
う
日
野
流
の
よ
う
な
あ
り
方
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ

と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
政
治
の
中
枢
太
政
官
の
庶
務
を
担
当
し
、

天
皇
と
の
距
離
も
近
い
弁
官
は
、
元
来
儒
者
が
任
ぜ
ら
れ
る
官
と
し

て
、
何
ら
特
別
な
も
の
で
は
な
い
。
コ
一中
歴
』
第
二
に
は
儒
者
弁
を
列

挙
し
た
部
分
が
あ
り
、
菅
原
清
公
に
始
ま

っ
て
大
江
音
人
、
藤
原
佐
世
、

菅
原
道
真
、
大
江
朝
綱
ら
平
安
時
代
を
代
表
す
る
儒
者
た
ち
が
名
を
連

ね
て
い
る
。
そ
れ
が
藤
原
資
業
、
広
業
の
あ
た
り
か
ら
日
野
流
儒
者
が

目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
大
江
匡
房
以
後
で
は
日
野
流
以
外
の
出
身
者
は

藤
原
俊
鳥
σ
名
が
挙
が
る
ば
か
り
で
、
院
政
期
に
日
野
流
が
儒
者
弁
を

家
業
化
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
実
光
は
、
弁
官
か
ら
参
議
、
中
納
言

と
い
う
太
政
官
を
中
心
に
歴
任
し
、
大
学
や
式
部
省
に
関
わ
る
こ
と
は
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殆
ど
な
か

っ
た
が
、
朝
廷
や
摂
関
家
の
願
文
や
和
歌
序
の
執
筆
に
携
わ

る
な
ど
、
能
文
の
士
と
し
て
の
評
価
は
高
か

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、

確
実
に
当
時
の
文
壇
の
重
要
な

一
翼
を
担

っ
た
人
物
で
あ
る
。
冒
頭
で

も
述
べ
た
こ
と
だ
が
、
現
存
す
る
作
品
数
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
こ

の
よ
う
な
、
い
わ
ば
史
料
の
中
に
い
ま
だ
埋
没
し
て
い
る
儒
者
た
ち
の

動
向
を
見

つ
め
る
こ
と
で
、
当
時
の
文
壇
に
つ
い
て
の
よ
り
き
め
細
や

か
な
把
握
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（１
）
尊
経
閣
文
庫
本
に
よ
る
。
「法
性
寺
殿
御
集
』
に
は
、
こ
の
尊
経
閣
文
庫
本

の
ほ
か
、
彰
考
館
本
、
群
書
類
従
本
が
知
ら
れ
る
が
、
佐
藤
道
生

コ
法
性
寺

段
御
集
」
考
」
貧
中
古
文
学
と
漢
文
学
Ⅱ
」
汲
古
書
院
、　
一
九
八
七
年
）
に

よ
れ
ば
、
尊
経
閣
文
庫
本
を
祖
本
と
し
て
系
統
は
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
拙
論

「藤
原
忠
通

「読
新
楽
府
詩
群
」
考
」
∩
和
漢
比
較
文
学
』
二

四
、
二
〇
〇
〇
年
）
で
は
尊
経
閣
文
庫
本
の
テ
キ
ス
ト
に
脱
落
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た
。

（２
）
前
掲
注

（１
）
佐
藤
論
文
。

（３
Ｙ
示
忠
の
日
記

『中
右
記
」
に
は
有
俊
、
有
信
を

「師
匠
」
と
す
る
記
述
の

ほ
か
、
資
光
と
は
父
子
の
契
り
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
お
り

（長
承
元
年
二

月
十
七
日
条
）、
杉
本
理

「院
政
期
貴
族
社
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
」

Ｇ
古
代
文
化
』
第
五
一
巻
第
十
号
、　
一
九
九
九
年
）
は
、
宗
忠
を
支
え
た
人

的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
つ
に
日
野
流
藤
原
氏
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
宗
忠

は
日
野
流
の
氏
寺
で
あ
る
日
野
法
界
寺
で
亡
母
の
追
善
供
養
を
行
い
、
塔
と

新
堂
を
建
立
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
戸
田
芳
実

『中
右
記

躍
動
す
る
院
政
時
代
の
群
像
」
（そ
し
え
て
、　
一
九
七
九
年
）
が
詳
し
い
。

（４
）
以
下
、
日
野
流
に
つ
い
て
の
記
述
は
次
の
先
行
研
究
に
多
く
を
依
っ
て
い

る
。
今
井
源
衛

「勘
解
由
相
公
藤
原
有
国
伝
―

一
家
司
層
文
人
の
生
涯
―
」

翁
王
朝
の
物
語
と
漢
詩
文
」
笠
間
書
院
、
一
九
九
〇
年
。
初
出

『文
学
研
究
』

七

一
、
一
九
七
四
年
）
、
川
村
晃
生

「
日
野
三
位
資
業
―
そ
の
伝
と
文
学
活
動

に
つ
い
て
―
」
貧
国
語
と
国
文
学
」
五
人
―
二
、
一
九
八

一
年
）
、
細
谷
勘
資

「
日
野
流
藤
原
氏
の
形
成
過
程
」
η
史
衆
』
二
三
、　
一
九
八
八
年
）
、
杉
本
理

「院
政
期
の
文
人
貴
族
と

「儒
者
ヒ

含
大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
六
、
一

九
八
九
年
）
、
細
谷
勘
資

「内
麿
流
藤
原
氏
の
台
頭
と
摂
関
家

・
女
院
―
藤
原

資
長

・
兼
光
を
中
心
と
し
て
―
」
貧
駒
沢
史
学
』
四
二
、
一
九
九
〇
年
）
、
同

「内
麿
藤
原
氏
と
藤
原
親
経
―
広
業
流
の
形
成
を
中
心
と
し
て
」
翁
中
央
史

学
」

一
五
、　
一
九
九
二
年
）。
ま
た
、
畑
中
栄

『類
句
抄
作
者
伝
」
（古
典
文

庫
、　
一
九
九
八
年
）
に
は
実
政
、
実
綱
、
有
信
ら
日
野
流
儒
者
た
ち
の
伝
記

が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（５
）
橋
本
義
彦
氏
は
日
野
家
に
つ
い
て
「
儒
者
ノ
弁
」
と
し
て
出
発
し
て
、
漸

次
本
来
の
儒
者
の
立
場
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
事
務
官
僚
的
色
彩
を
濃
厚
に
し
、

遂
に
弁
官
家
へ
移
行
し
た
家
柄
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る

翁
勧
修
寺
流
藤
原
氏

の
形
成
と
そ
の
性
格
」
『平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館

・
一
九
七
六

年
、
初
出

『坂
本
太
郎
博
士
還
暦
記
念
　
日
本
古
代
史
論
集
下
巻
』

一
九
六

二
年
）
が
、
『尊
卑
分
脈
』
等
に
よ
る
限
り
室
町
期
以
降
も
文
章
博
士
等
の
役

職
を
務
め
て
お
り
、
儒
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
離
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く

い
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
注

（４
）
杉
本
論
文
が
指
摘
し
て
い

Ｚ
り
。

（６
）
白
河
天
皇
以
降
、
後
白
河
天
皇
時
代
ま
で
、
「弁
官
補
任
」
に
お
い
て
、
名

前
に

「儒
」
字
を
冠
せ
ら
れ
た
人
物
は
、
日
野
流
以
外
で
は
大
江
匡
房
の
み

で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
儒
者
と
考
え
ら
れ
る
人
物
と
し
て
は
、
日
野
流
の
顕
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業

・
資
長
、
そ
し
て
南
家
の
藤
原
俊
憲
が
い
る
程
度
で
あ
る
。

（７
）
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
白
氏
文
集
巻
三
奥
書
、
太
田
次
男

「国
立
国
会
図
書
館

蔵

「文
集
抄
」
に
つ
い
て
」
（
成
田
山
仏
教
研
究
所
紀
要
』

一
三
、　
一
九
九

〇
年
）

（８
）
玉
井
力

「「院
政
」
支
配
と
貴
族
官
人
層
」
翁
平
安
時
代
の
貴
族
と
天
皇
」

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
朝
尾
直
弘
他
編

『
日
本
の
社
会
史
　
第
二

巻
　
権
威
と
支
配
』
岩
波
書
店
、　
一
九
八
七
年
）
な
ど
。

（９
）
畑
中
栄
氏
は
前
掲
注

（４
）
著
書
の
中
で

「十
八
歳
で
学
問
料
を
給
せ
ら

れ
た
が
、
実
政

（叔
父
）
の
こ
と
が
あ
っ
て

一
年
で
止
め
ら
れ
、
…
」
と
さ

れ
る
。

（
Ю
と
尊
卑
分
脈
』
に
は
文
章
博
士
を
務
め
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
管
見
で
は
そ

の
他
の
史
料
で
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
た
め
、
割
愛
し
た
。

（
Ｈ
〓
尊
卑
分
脈
』
『公
卿
補
任
」
な
ど
に
よ
れ
ば
、
保
延
四
年
五
月
に
は
中
宮

御
給
に
よ
り
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
、
同
六
年
四
月
六
日
に
は
中
宮
権
大
進

に
補
せ
ら
れ
て
い
る
。
久
安
六
年
二
年
二
十
七
日
に
院
号
宣
下
に
よ
り
皇
后

官
大
進
を
止
め
ら
れ
た
後
も
、皇
嘉
門
院
と
号
し
た
聖
子
の
院
別
当
を
務
め
、

保
元
二
年
に
は
皇
嘉
門
院
造
営
勧
賞
に
よ
り
従
四
位
下
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
日
野
流
儒
者
と
皇
嘉
門
院
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
注

（４
）
細
谷
勘

資

「内
麿
流
藤
原
氏
の
台
頭
と
摂
関
家

・
女
院
―
藤
原
資
長

・
兼
光
を
中
心

と
し
て
―
」
参
照
。

（
‐２
二
中
世
権
門
の
成
立
と
家
政
』
翁
口
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
第

一
部
第

二
章

「藤
原
氏
諸
機
関
の
成
立
と
展
開
」

（
‐３
）
以
下
勧
学
院
、
お
よ
び
弁
別
当
に
つ
い
て
は
、
桃
裕
行

『上
代
学
制
の
研

究
』
（吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）
、
岡
野
浩
二

「興
福
寺
別
当
と
勧
学
院
」

翁
佛
教
史
学
研
究
」
三
四
―
二
、　
一
九
九

一
年
）
前
掲
注

（
１０
）
佐
藤
著
書

な
ど
を
参
考
と
し
た
。

（
‐４
）
こ
の
間
に
広
業
流
正
家
息
俊
信
も
弁
官
と
な
っ
て
い
る
が
、
前
掲
注

（４
）

細
谷
勘
資

「内
麿
流
藤
原
氏
の
台
頭
と
摂
関
家

・
女
院
―
藤
原
資
長

・
兼
光

を
中
心
と
し
て
―
」
に
よ
れ
ば
、
実
政
か
ら
建
久
四
年
に
補
任
さ
れ
た
親
経

ま
で
、
日
野
流
出
身
の
勧
学
院
弁
別
当
は
、
広
業
流
と
資
業
流
か
ら
交
互
に

出
て
い
る
。
よ
っ
て
、
広
業
流
の
正
家
の
後
に
は
資
業
流
か
ら
選
ば
れ
る
は

ず
で
あ
り
、
俊
信
が
選
ば
れ
る
可
能
性
は
極
め
て
低
い
。

（
‐５
）
実
光
以
降
は
、
顕
業

（広
業
流
）
、
資
長

（資
業
流
）、
俊
経

（広
業
流
）
、

兼
光

（資
業
流
）
、
親
経

（広
業
流
）
、
資
実

（資
業
流
）
が
補
任
さ
れ
て
い

Ｚ
り
。

（
‐６
）
忠
実
が
主
催
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
「殿
暦
」
に
は

「依
Ｌ
口
日
・有
二
詩

・

管
絃
等
興

、
‥
人
中
略
Ｙ
‥
、
衛
二内
府
・為
二
上
臓
・、
伝
盃
之
問
無
二便
宜

、

”
余
不
レ
渡
、
…
」
と
あ
っ
て
、
実
質
的
に
は

「内
府
」
、
す
な
わ
ち
忠
通
が

中
心
と
な
っ
た
会
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
挙
げ
た
。

（
‐７
）
た
だ
し
、
「椰
金
抄
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
実
光
の
一
聯
に
「西
海
明
春
将

解
レ
続
、
詩
心
留
在
二
洛
陽
城
こ
と
あ
っ
て
、
」ゝ
れ
は
大
宰
府
へ
赴
く
こ
と
を

指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
光
が
大
宰
大
弐
と
な
っ
た
の
は
長
承
三
年

正
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
一
一月
に
は
賀
茂
社
祈
年
穀
奉
幣
使
を
務
め
る
な
ど
、

大
宰
府
に
行
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
保
延
二
年
に
大
宰
権
帥
と
な
っ
た
折

で
あ
ろ
つヽ
か
。

（
‐８
）
例
え
ば
、
「台
記
』
康
治
元
年
九
月
十
三
日
条
に
は
「摂
政
殿
御
作
文
云
々
、

今
秋
之
間
、
御
作
文
及
二
十
度
・、
世
以
為
二
美
談
Ｌ
」
と
あ
る
。

（
‐９
）
前
掲
注

（１
）
論
文
に
お
い
て
、
佐
藤
氏
は

『法
性
寺
殿
御
集
』
の
贈
答

詩
群
の
配
列
が
詠
作
年
代
順
で
あ
る
と
さ
れ
、
「予
当

一
日
休
暇
、
。こ

の
前

に
置
か
れ
た
「奉
レ
哭
二
禅
定
法
皇
・呈
二
尚
書
右
中
幕
下
Ｌ
が
禅
定
法
皇
、
す

な
わ
ち
白
河
院
の
崩
じ
た
大
治
四
年
の
作
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
詩
題

中
の

「尚
書
源
中
右
丞
」
を
前
の

「尚
書
右
中
幕
下
」
と
同

一
人
物
と
考
え
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て
、
「予
当

一
日
休
暇
、
・止

以
下
の
詩
の
作
詩
時
期
を
大
治
四
年
以
降
、
「尚

書
右
中
幕
下
」
源
師
俊
が
右
中
弁
を
去
る
大
治
五
年
十
月
以
前
、
大
治
五
年

九
月
と
比
定
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
左
中
弁
は
実
光
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に

続
く

「重
寄
尚
書
左
中
丞
窓
下
」
の

「尚
書
左
中
丞
窓
下
」
は
実
光
と
な
る
。

仮
に
こ
う
し
た
詠
作
時
期
、
作
者
に
関
す
る
条
件
を
保
留
し
て
、
忠
通
が
詩

を
贈
り
う
る

「尚
書
源
中
右
丞
」
を
検
索
す
れ
ば
、
永
久
三
年
か
ら
保
安
二

年
ま
で
在
職
し
た
源
雅
兼

（当
時
の
左
中
弁
は
藤
原
為
隆
）
、
保
安
四
年
か
ら

大
治
五
年
ま
で
在
職
し
た
源
師
俊

（左
中
弁
は
実
光
）
、
保
延
三
年
か
ら
保
延

七
年

（永
治
元
年
）
ま
で
在
戦
し
た
源
俊
雅

（左
中
弁
は
藤
原
公
行
、
同
顕

業
）、
永
治
二
年

（康
治
元
年
）
か
ら
康
治
二
年
ま
で
在
職
し
た
源
雅
網

（左

中
弁
は
藤
原
資
信
）
を
得
る
。
雅
兼
は
忠
通
の
作
文
会
に
参
加
し
た
こ
と
も

あ
り
、
特
に
忠
通
歌
壇
の
中
心
的
存
在
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
秋
の
風
物
に

寄
せ
て
往
古
を
懐
か
し
む
と
い
う
詩
の
内
容
を
考
え
る
と
、
詠
作
年
代
と
し

て
早
す
ぎ
る
感
が
あ
り
、
俊
雅
と
雅
網
に
は
忠
通
の
文
事
に
参
加
し
た
経
歴

が
見
出
せ
な
い
こ
と
か
ら
、
「尚
書
源
中
右
丞
」
は
源
師
俊
、
「尚
書
左
中
丞

窓
下
」
は
実
光
と
考
え
る
の
が
や
は
り
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

（
２０
）
尊
経
閣
本

「作
」
と
す
る
も
、
文
意
よ
り

「昨
」
に
改
め
る
。
な
お
、
群

書
類
従
本
は
こ
の
詩
の
一
つ
前
に
置
か
れ
て
い
る
「重
寄
尚
書
左
中
丞
窓
下
」

の
第

一
聯
と
、
こ
の
詩
の
第
二
聯
の
間
の
八
行
分
が
脱
落
し
て
い
る
。

（
２‐
）
前
掲
注

（１
）
佐
藤
論
文

（
２２
こ
金
葉
集
」
巻
三
　
秋

水
上
ノ
月
　
　
　
　
　
　
　
　
摂
政
左
大
臣

一
九
五
　
菫
根
は
ひ
か
つ
み
も
し
げ
き
沼
水
に
わ
り
な
く
宿
る
夜
は
の
月

か
な

水
上
の
月
を
よ
め
る
　
　
　
　
藤
原
実
光
朝
臣

二
〇
八
　
月
影
の
さ
す
に
ま
か
せ
て
行
く
舟
は
明
石
の
浦
や
と
ま
り
な
る
ら
ん

（２３
）
前
掲
注

（４
）
論
文
。

（Ｚ
）
参
考
ま
で
に
、
日
野
家
儒
者
と
忠
通
の
和
歌
に
関
す
る
交
流
に
つ
い
て
略

述
し
て
お
く
。

広
業
流
の
行
盛

（
一
〇
七
四
～

一
一
三
四
）
は
保
安
四
年

（
一
一
二
一こ

の

大
嘗
会
歌
人
を
務
め
、
「金
葉
集
』
以
下
に
数
首
の
和
歌
を
残
す
歌
人
で
あ
る

が
、
元
永
二
年

（
一
一
一
九
）
七
月
十
三
日
忠
通
家
歌
合
に
参
加
し
て
い
る

ほ
か
、
『続
詞
花
和
歌
集
』
に
は
次
の
よ
う
な
作
が
あ
る
。

「続
詞
花
和
歌
集
』
巻
四
　
秋
上

法
性
寺
入
道
前
太
政
大
臣
、
連
夜
見
月
心
人
人
に
よ
ま
せ
侍
り
け
る
に

藤
原
行
盛
朝
臣

一
七
五
　
よ
ひ
の
ま
の
か
た
わ
れ
月
と
見
し
も
の
を
な
が
め
ぞ
あ
か
す
有

明
の
空

ま
た
、
行
盛
の
弟
宗
国
は
作
文
で
の
参
加
数
は
二
回
と
決
し
て
多
く
は
な
い

が
、
歌
合
へ
の
出
席
は
全
十
二
回
中
六
回
と
多
い
。
こ
れ
は
俊
頼
な
ど
と
肩

を
並
べ
る
数
字
で
あ
り
、
忠
通
歌
壇
の
常
連
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
。
宗
国
は

「尊
卑
分
脈
」
に
行
家
息
と
し
て

「従
五
位
下
下
総
守
宮
内
少

輔
」
と
記
さ
れ
る
人
物
で
、
特
に
儒
者
と
し
て
昇
進
し
た
様
子
は
な
い
が
、
忠

通
の
側
近
と
し
て
和
漢
を
兼
作
し
た
こ
と
が
分
る
。

（２５
）
実
政
と
有
信
の
間
に

「藤
敦
家
〈
応
徳
元
六
右
少
左
少
こ
な
る
人
物
が
挙

が
っ
て
い
る
が
、
「弁
官
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
応
徳
元
年
六
月
に
右
少
弁
に
任

ぜ
ら
れ
た
の
は
藤
原
教
宗
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
敦
宗
の
誤
写
と
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。

※
本
稿
で
使
用
し
た
史
料
は
以
下
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
。
引
用
に
際
し
て
は
私

に
返
り
点
と
句
読
点
を
付
し
、
割
注
を

〈
　
〉
内
に
示
し
た
。
（　
）
内
は
略

年
譜
で
用
い
た
略
称
。
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『尊
卑
分
脈
』
含
尊
じ

『公
卿
補
任
』
∩
公
じ

・
『本
朝
世
紀
』
貧
世
し

‥
・新

訂
増
補
国
史
大
系
、
「中
右
記
』
３
中
し

『長
秋
記
』
翁
長
し

「兵
範
記
』
…

増
補
史
料
大
成
、
「殿
暦
」
η
殿
し

‥
。大
日
本
古
記
録
、
「永
昌
記
」
（「永
じ

‥
ム
大
日
本
史
料
』
第
三
編
之
十
二
、
「中
右
記
部
類
紙
背
漢
詩
集
』
貧
背
じ

…
図
書
寮
叢
刊
『平
安
鎌
倉
未
刊
詩
集
」、
「御
産
部
類
記
∵
‥
図
書
寮
叢
刊
、

『法
性
寺
殿
御
記
』
∩
法
し

‥
。図
書
寮
叢
刊

『九
条
家
歴
世
記
録

一
」、
「春

◆
藤
原
北
家
日
野
流
系
図

除
目
抄
」
所
引

『法
性
寺
関
白
記
』
３
春
じ
‥
・吉
日
早
苗

「
春
除
目
抄
」
に

み
え
る
「法
性
寺
関
白
記
置
３
東
京
史
料
編
纂
所
報
』
一
八
、
一
九
八
三
年
）、

「元
秘
抄
』
（「元
じ
ム
改
元
部
類
」
η
改
部
じ

‥
・群
書
類
従
、
コ
一中
歴
∵
‥

『改
定
史
籍
集
覧
」
第
二
十
三
冊
、
「金
葉
集
寅
三
度
本
Ｙ
『続
詞
花
和
歌
集
｝

「万
代
集
』
…

『新
編
国
歌
大
観
』

広
業

資
業

藤
原
宗
俊

一丁
―
―
―

宗
忠

女有
綱

有
俊

有
信

―
―
―
資
光

委

川

櫛

口

隷
競

‐

資
長

―

兼
光

―

臭

窪

洲

¨
一

Ｈ

¨
軸

―

顕
業

―

隆

実
綱
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◆
藤
原
実
光
略
年
譜

二
年
（Ｊ

卒
徳
三
年
（鵬
）

一年
（

挙
徳
一

剛
）

水
長
元
年
（ｍ
）

嘉
保
二
年
（
じ

寛
治
七
年

寛
治
六
年

蒐
治
五
年

応
徳
三
年
（皿
）

延
久
元
年
（厖
）

年

時

慨
）

四
）

”
）

24 1 齢年

正
月
五
日
、
従
五
位
下
。

正
月
二
十
二
日
、
右
衛
門
少
尉

・
検
非
違

使
宣
旨

（『尊
』
は
左
衛
門
少
尉
）。

七
月
十

一
日
、
父
有
信
没
。

正
月
十
二
日
、
蔵
人
。

十

一
月
十
五
日
、
内
裏
神
楽
に
伺
候
。

正
月
二
十
四
日
、
縫
殿
助
。

二
月
二
十
三
日
、
院
御
遊
。
選
に
よ
り
和

歌
を
進
む
。

三
月

一
日
、
院
御
遊
。
「逐
日
看
花
」
序

者
。

二
月
二
日
、
院
文
殿
に
寓
直
。

十
二
月
五
日
、
省
試
。
（問
頭
は
文
章
博
士

藤
原
教
基
）

十
二
月
二
十
四
日
、
院
蔵
人
。

二
月
十
日
、
釈
集
。
序
者
。

正
月
十
五
日
、
因
幡
少
株
。

十
二
月
二
十
九
日
、
学
問
料
を
給
せ
ら
る
。

十

一
月
二
十
五
日
、
勧
学
院
学
問
料
を
給

せ
ら
る
。

誕
生

（有
信

一
男
。
母
は
藤
原
実
政
女
）

事

項

『尊
』
『公
』

「尊
』
『公
』

『世
」

中 公

『中
』

中  中 尊

『公
』

公  中 公

中  公

『中
』

「尊
』
「公
』

Ξ

否

Ξ

屋

否

ヨ

出
典

天
永
二
年
（
Ⅲ
）

本
丞
九
年
（
Щ
）

天
仁
元
年
（酬
）

則
）

景
承
二
年
（

嘉
承
元
年
（ｍ
）

長
治

二
年

（
Ｕ

長
治
元
年
（
醐
）

ｍ
）

康
和
五
年
（

42

正
月
六
日
、
正
五
位
下
。

二
月
十
四
日
、
釈
笑
に
参
加
。

四
月
九
日
、
忠
実
の
春
日
・賀
茂

。
日
吉
の

三
社
奉
幣
の
告
文
を
草
す
。

四
月
二
十
八
日
、
自
河
院
の
賀
茂
詣
の
定

文
を
草
す
。

正
月
二
十
八
日
、
左
衛
門
権
佐

・
周
防
介
。

八
月
十
七
日
、
忠
実
不
例
に
依
る
非
常
赦

の
詔
書
を
草
す
。

八
月
二
十
日
、
伊
勢
奉
幣
の
宣
命
を
草
す
。

三
月
五
日
、
防
鴨
河
使
。

八
月
十
日
、
釈
築
。
詩
を
献
じ
る
。

八
月
十
二
日
、
忠
実
の
日
吉
奉
幣
の
為
に

告
文
を
草
す
。

九
月
十
六
日
、
興
福
寺
の
火
災
を
実
検
に

派
遣
さ
れ
る
。
「殿
家
司
」

十
二
月
二
十
六
日
、
「家
司
実
光
」
。

正
月
五
日
、
従
五
位
上
。

十
二
月
二
十
七
日
、
右
少
弁

（佐
如
元
）
。

三
月
十
五
日
、
右
衛
門
権
佐

・
検
非
違
使

宣
旨

η
尊
」
は
十
五
日

『中
』
は
十
六
日
）

十

一
月
十
日
、
因
州
員
外
刺
史
書
亭
作
文

会
。
「白
雪
満
庭
松
」

十

一
月

一
日
、
勘
解
由
次
官
。

中  中 中 公

殿 殿

殿  殿 公 中  中 中 尊

殿  公

『殿
』

尊 尊

公 公

重

盃

三

「背
』

『尊
」
「公
』
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久
三
年

（
Ｕ

水
久
二
年
（
Ш
）

天
永
三
年
（Ⅲ
）

47 46 44

二
月
三
十
日
、
省
試
判
に
参
加
。
判
博
士

を
勤
め
る
。

四
月
十
六
日
、
忠
通
の
任
大
臣
大
饗
雑
事

の
定
文
を
草
す
。

六
月
二
十
七
日
、
忠
通
邸
作
文

・
歌
会
。

和
歌
序
者
。

正
月
十
二
日
、
秀
才
判
に
参
加

「者
儒
実

光
」
。

二
月
十
日
、
釈
集
に
参
加
。

八
月
三
日
、
釈
集
に
参
加
。

八
月
五
日
、
忠
実
春
日
奉
幣
の
告
文
を
草

す
。

十
月
二
十
五
日
、
宇
佐
使
。
（十
二
月
十
日

帰
洛
）

五
月

一
日
、
忠
実
の
春
日
詣
の
定
文
を
草
す
。

九
月
二
十
八
日
、
「造
東
大
寺
弁
実
光
」
。

十

一
月
二
十
五
日
、
忠
通
主
催
作
文
会
。

「対
雪
唯
掛
酒
」

十

一
月
二
十
八
日
、
忠
通
邸
作
文
会
。
「迎

暁
聞
寒
雁
」
序
者
。

十
二
月
九
日
、
忠
実
の
春
日
詣
の
為
に
三

社
奉
幣
の
告
文
を
草
す
。

十
二
月
十
三
日
、
昇
殿
を
許
さ
れ
、
同
二
十

四
日
、
尚
復
に
補
せ
ら
る
。

殿  殿  殿

序

『中
』

中  中 中 中

殿

『中
」

「殿
』

「背
』

で
水
』

「中
』
『殿
』

Ξ

盃

震
』

元
杢ヽ

一年
（

‐１１‐
）

元
丞ヽ
死
年
（

‐１１１
）

永
久
五
年
（

‐１１‐
）
49

三
月
九
日
、
忠
通
邸
管
絃

・
作
文

「佳
遊

契
万
年
」
序
者
行
盛
、
講
師
令
明

・
歌
会

「庭
前
竹
」
講
師
。

五
月
二
十
九
日
、
皇
子
顕
仁

倉
不徳
天
皇
）

御
湯
殿
始
。
読
書
役
。

八
月
三
日
、
釈
箕
に
参
加
。

三
月
十
九
日
、
天
変
に
依
る
非
常
赦
の
詔

書
を
草
す
。

四
月

一
日
、
省
試
判
に
参
加
。

八
月
七
日
、
釈
築
に
参
加
。

八
月
十
九
日
、
鳥
羽
殿
作
文
会
。
「月
前
理

管
絃
」

間
九
月
六
日
、
「職
事
実
光
」
。

正
月
十
九
日
、
蔵
人
。
（弁
佐
如
元
）

七
月
十
七
日
、
忠
実
邸
講
詩
管
絃
。
序
者
＾

内
裏
歌
合
。

七
月
十
日
、
忠
実
の
東
三
条
第
移
徒
雑
事

の
定
文
を
草
す
。

八
月
九
日
、
忠
実
の
春
日
性
異
奉
幣
の
告

文
を
草
す
。

八
月
十
三
日
、
左
少
弁
。
（佐
如
元
）

十
月
五
日
、
興
福
寺
維
摩
会
勅
使
。

十
二
月
十
九
日
、
忠
通
の
東
三
条
第
大
饗

の
定
文
を
草
す
。

中  中    中 殿  中 中 中  中
「尊
」
「公
』

「殿
』

『万
代
集
」

殿 殿 尊  殿  殿

公

―-34-



大
治
四
年
（口
）

大
治
二
年
（じ

大
治
元
年
（
懃
）

天
治
二
年
（曖
）

保
安
四
年
（曜
）

保
安
三
年
（

‐１２‐
）

保
安
二
年
（

‐１２‐
）

保
安
元
年
（
Ш
）

三
月
二
十
八
日
、
忠
通
の
太
政
大
臣
初
度

辞
表
を
草
す
。

四
月
六
日
、
同
三
度
辞
表
を
草
す
。

四
月
十
日
、
同
三
度
辞
表
を
草
す
。

十
月
十
日
、
興
福
寺
維
摩
会
勅
使
。

二
月
七
日
、
大
原
野
祭
の
後
ヽ
釈
箕
に
参
加
。

八
月
十
日
、
釈
集
に
参
加
。

十
月
十
日
、
興
福
寺
維
摩
会
勅
使
。

十
二
月
二
十
五
日
、
崇
徳
天
皇
御
読
書
始
＾

侍
読
。

九
月
十
三
日
、
忠
通
主
催
作
文
会
。
「月
明

酒
域
中
」
。

十

一
月

一
日
、
正
四
位
下
。

正
月
六
日
、
従
四
位
下
。
■
尊
』
は
五
日

二
月
六
日
、
還
昇
。

十

一
月
十
七
日
、
従
四
位
上
。

十
二
月
二
十
日
、
左
中
弁
。

十
二
月
二
十
三
日
、
右
中
弁
。

十
二
月
、
「執
筆
家
司
」

二
月
三
日
、
忠
通
の
氏
長
者
就
任
に
よ
り
、

勧
学
院
弁
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
る
。

四
月
十
日
、
改
元
詔
書
を
草
す
。

十

一
月
二
十
五
日
、
臨
時
除
目
。
近
江
守
。

（弁
如
元
）

『中
」

中 中 中

『公
」

尊 中 中 中
「背
」
「法
』

『尊
』
『公
』

公 尊 尊 尊

公 公 公 「公
」

春 尊 尊
』
『公
」

皇 T
蚕
L

下

天
承
元
年
（
１３‐

大
治
五
年
（田
）

63

正
月
二
十
九
日
、
改
元
詔
書
を
草
す
。

二
月
十
四
日
、
釈
集
に
参
加
。

三
月
七
日
、
熾
盛
光
法
の
祭
文
を
草
す
。

四
月
八
日
、
忠
実
の
春
日
奉
幣
の
告
文
を

草
す
。

四
月
十
九
日
、
頼
長
元
服
に
際
し
、
定
文

を
草
し
、
家
司
に
任
ぜ
ら
れ
る
。

七
月
七
日
、
法
勝
寺
阿
弥
陀
堂
の
自
河
院

一
周
忌
法
要
の
願
文
を
草
す

（二
日
の
自
河

御
所
新
阿
弥
陀
堂
供
養
の
願
文
は
敦
光
作
）

九
月
五
日
、
院
歌
会
。
序
者
。
「菊
送
多
秋
」

九
月
八
日
、
忠
通
の
、
作
文
を
行
う
旨
の

書
状
を
代
筆
。

九
月
十
七
日
、
院
文
殿
作
文
会
。
「仙
家

松
樹
鮮
」
題
者
。
（も
う

一
題
は
敦
光
に

よ
る

「月
明
勝
地
中
し

九
月
二
十
日
、
忠
通
邸
作
文
会
。
「江
湖
唯

聞
雁
」

十
月
五
日
、
右
大
弁
に
任
ぜ
ら
れ
る
。

３
尊
』
で
は
十

一
月
）

十
二
月
十
八
日
、
忠
通
の
明
年
大
饗
の
定

文
を
草
す
。

十
二
月
二
十
八
日
、
祇
園
御
塔
供
養
の
願

文
を
草
す
。

『長
』

中  中  中 中 中
「長
』
『中
』

「長
」

「長
』
『中
』

「中
』

Ξ

盃

ヨ

「中
』

「中
』
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二
年
（
Ｅ

長

承
二
年
（じ

長
承
元
年

（
昭
）
64

正
月
五
日
、
従
三
位
。

正
月
二
十
二
日
、
兼
大
宰
大
弐
。
（止
弁

・

長
官
）

二
月
二
十
日
、
頼
長
邸
作
文

・
歌
会
。
作

文
読
師
。

三
月
二
日
、
立
后
に
際
し
、
ヨ
愁
子
」
の
名

を
選
申
す
る
。

三
月
十
九
日
、
立
后
。
「泰
子
」
の
名
を
改

め
て
選
申
す
る
。

四
月
二
十
八
日
、
北
野
聖
廟
作
文
△「

姜蕗
叫

七
月
十
三
日
、
頼
長
邸
宴
遊
。

正
月
二
十

一
日
、
法
勝
寺
千
僧
御
読
経
。

「有
□
左
大
弁
実
光
作
之
云
々
」

正
月
二
十
二
日
、
兼
美
作
権
守
。

二
月
十

一
日
、
法
成
寺
御
塔
供
養
定
文
を

草
す
。

二
月
十
七
日
、
弟
資
光
没
。

十
月
七
日
、
自
河
九
体
丈
六
阿
弥
陀
供
養

の
願
文
を
草
す
。
（呪
願
文
は
敦
光
）

十
月
十
日
、
維
摩
会
別
当
と
し
て
下
向
っ

三
月
二
十
二
日
、
藤
原
宗
忠
、
自
河
山
荘

尚
歯
〈ヽ

七
曼
の
一
人
と
し
て
参
加
。
読
師
「

十
二
月
二
十
三
日
、
参
議
、
同
二
十
四
日

左
大
弁
。
兼
勘
解
由
長
官
。

『尊
』
『公
』

『中
』

『中
』
『長
』

『中
』
『長
』

『長
」

長 中
『中
』

屋

Ξ

盃

『中
」

『中
」

中 中
「長
」
「無
』

「尊
」
「公
」

久
安
三
年
（
‐１４‐
）

久
安
元
年
（贈
）

天
養
元
年
（
Ⅲ
）

康
治
一
一年

水
治
元
年

保
延
六
年

休
延
五
年

（
Ш
）

保
延
二
年
（田
）

保
延
元
年
（艘
）

Ⅲ
）

‐‐４

）
劇
）

五
月
二
十

一
日
、
死
去
。

十
二
月
二
十
三
日
、
忠
通
、
自
撰
の

『法
性

寺
殿
御
集
』
の
合
点
を
実
光
に
依
頼
。

二
月
二
十
二
日
、
改
元
勘
文
。

十
月
二
十
三
日
、
出
家
。

十

一
月

一
日
、
中
納
言
を
辞
す
。

七
月
十
日
、
改
元
勘
文
。

正
月
六
日
、
従
二
位
。

正
月

一
日
、
得
替
。
正
三
位

（「公
』
で
は

七
日
）
。

十

一
月
四
日
、
権
中
納
言
。
兼
大
宰
権
帥
。

三
月
二
十
三
日
、
忠
通
邸
作
文
会
。
「養
生

不
若
花
」
題
者
。

四
月
二
十
七
日
、
孫
の
喪
に
よ
り
改
元
勘

文
を
進
め
ず
。

八
月
二
十
四
日
、
紀
伝
道
勘
文
勘
申
。

四
月
十

一
日
、
中
官
聖
子
工ヽ
催
歌
〈
ヽ

庫
筆
■

「序
代
誠
優
美
也
、
華
実
相
兼
也
」

八
月
十
日
、
釈
箕
に
参
加
。

『尊
』

同
書
巻
末
書

状 『改
部
』

『尊
』
『公
』

『尊
』
『公
』

コ
死
』

「尊
」
「公
』

「尊
』
『公
』

『尊
」
「公
』

『中
」

「中
』
『長
』

『中
』

「中
』

『中
』

（に
き
。な
つ
み
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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